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２ 読書活動  
 
（１）第３期重点事業 
 ① 読書指導の充実  

  ・司書教諭と学校司書が連携し、各教科の学習内容や学習課題についての認識を授業を

行う教員と共有し、学習に必要な情報を精査して児童に提供するよう努めます。

（教育指導課・学校） 

 ② 「夏休みすいせん図書(※25)」の提供  

  ・図書館資料の有効活用のため、図書館で小学生向けに作成した「夏休みすいせん図書」

掲載の本をまとめて、小学校や児童館、学童クラブ等に貸出します。（図書館） 

③ 小学生向けの事業の企画  

  ・毎年夏休みに実施している「一日図書館員(※26)」等の事業に加え、更に図書館利用の

きっかけ作りとして新しい事業の実施に取り組みます。（図書館） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 一日図書館員 

（２）継続事業 

 ① 読み聞かせ  

  ・児童館では、地域のボランティアによるおはなし会において、読み聞かせを実施して

いる施設があります。未だ実施に至っていない施設については、開催できる環境の整備

をします。（児童館） 

＜用語解説＞ 

※25 「夏休みすいせん図書」 

夏休みに小・中学生のための読書案内として図書館の児童サービス担当司書が、毎年新刊を中心に選書し作

成したもの。小・中学校の児童・生徒に配布している。 

※26 「一日図書館員」 

図書館利用の推進を図ることを目的として実施する図書館事業の一つ。毎年、夏休みに小学校４年生から中

学校３年生までの子どもたちを対象に図書館の仕事を体験してもらう。 
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  ・日常的に読書に親しむために、学校図書館を計画的に利用し必要な本や文章等を選ぶ

ことができるように指導する他、学級文庫を充実させることで、わずかな時間でも活用

して読書活動に充てられるようにします。（教育指導課・学校） 

  ・朝読書、業間読書や読書週間、月間、旬間を設けることで、読書の習慣化を促します。

（教育指導課・学校） 

  ・教育委員会では、毎年 11月を西東京市読書月間とし、読書活動の活発化を促します。

（教育指導課・学校） 

  ・小学校では、保護者及び地域のボランティアによるおはなし会等の実施を通して、児

童が様々な形で本と出会う機会を持てるように努めます。（教育指導課・学校） 

 � �������  

  ・毎年４月頃に学校図書館のオリエンテーションを行い、学校図書館の利用について指

導します。また、各学校の状況に合わせて図書館を見学したり、図書館の職員の派遣を

通して、児童が図書館について理解を深められるように努めます。（教育指導課・学校） 

  ・学校図書館では、自校の学校図書館に無い本や、授業に関連した資料を幅広く提供で

きるよう、図書館や他校との連携を深めるように努めます。（教育指導課・学校） 

  ・司書教諭や図書担当教員(※27)が中心となり、学校生活に関わる様々な教科指導の中に

おける本の活用を考え、読書の意義や楽しさを伝える様々な取組を行うよう努めます。

（教育指導課・学校） 

  ・小学校の図書委員会において、集会の実施や図書の紹介、読み聞かせ、新聞やポスタ

ーの作成等の自主的な活動を通じて、児童に読書の楽しさを積極的に伝えていけるよう

努めます。（教育指導課・学校） 

� �������    

・小学校の要請に応じ、図書館の見学、「図書館の時間(※28)」、「町たんけん(※29)」等

の事業を実施しています。児童が図書館を知り、身近に感じる体験により、自主的に図

書館を利用したいと思える環境作りを進めます。（図書館） 

 

 

 

�用�解�� 

※27 図書担当教員 

多くは司書教諭の資格を有している教員が担当し、児童が行う図書委員会の活動や本の購入等、学校の図書

活動に関わる業務を担当する教員のこと。 

※28 図書館の時間 

  図書館に来館した市内の保育園・幼稚園の園児や小学生に対して読み聞かせ等を行い、図書館の利用促進を

図る事業。 

※29 町たんけん 

西東京市小学校２年生が生活科学習において、市内を巡って体験したことを児童同士で話し合ってまとめ、

発表する授業のこと。 
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  ・小学生の読書に関わる団体に、児童サービス担当司書を積極的に派遣します。 

（図書館） 

  ・「西東京市子ども読書活動推進計画」の策定に携わった懇談会委員の有志と図書館が、

小学校で読み聞かせをしている保護者に呼びかけて交流会を持ち、情報交換や情報提供

をしています。（図書館） 

 

  ・図書館では、「夏休みすいせん図書」「ドキドキわくわく あたらしい本(※30)」「ド

キドキわくわく １ねんせい(※31)」「宿題のしらべかた(※32)」を発行し、子どもたちに

本の情報を提供していきます。（図書館） 

・西東京市図書館ホームページでは「こどものページ」で「テーマ」の本や「おたのし

みいろいろ-イベント-」等を掲載し新しい情報を提供しています。また、「子ども向け

本の情報」では保護者に向けた本を紹介し、図書館ホームページを活用した情報の提供

を行います。（図書館） 

  ・小学校から依頼された学習のテーマに沿った資料について、図書館が読書相談に応じ、

要望に合う資料を取り揃え、団体貸出します。（図書館）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�用��説� 

※30 「ドキドキわくわく あたらしい本」  

隔月で発行している絵本・低学年・中学年・高学年以上の新刊を図書館の児童サービス担当司書が選定し２

冊ずつ紹介したリーフレット。 

※31 「ドキドキわくわく １ねんせい」 

図書館の児童サービス担当司書が小学１年生におすすめ本の紹介と図書館利用案内を掲載した冊子。新１年

生の児童に配布している。 

※32 「宿題のしらべかた」 

小学生に、自分で本を探し調べものができるように案内する手引きとして図書館が発行する冊子。本の紹介

をしながら、図書館内で利用者用コンピュータを使って図書館資料を検索できることを説明している。 
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３ 啓発 

 

（１）第３期重点事業 

 ① 研修の実施 

  ・学校司書連絡会を定期的に実施して、情報交換や資質向上のための研修を行います。

（教育指導課・学校） 

  ・教育委員会が主催する司書教諭及び図書担当教諭並びに学校司書を対象とした研修会

を年２回、開催します。（教育指導課・学校） 

 ② 図書館の活用方法を伝える事業の実施  

  ・図書館の資料の並べ方や宿題に利用できる資料の探し方等、図書館の活用方法を伝え

る企画を検討します。（図書館） 

 

（２）継続事業 

 ① 家庭への働きかけ  

  ・学校司書は学校図書館便り等を定期的に発行し、家庭への啓発に努めます。 

（教育指導課・学校） 

  ・司書教諭や図書担当教員が中心となり、個人面談や保護者会等の機会に読書の必要性

を話題にし、家庭での親子読書を呼びかけて、家庭との読書活動の協力体制作りに努め

ます。（教育指導課・学校） 

 ② 教職員への働きかけ 

  ・学校図書館の利用をテーマにした校内研修を行い、教職員の共通理解を深めていくよ

う努めます。（教育指導課・学校） 

  ・長期休業期間（主に夏、冬休み）の宿題や家庭学習の内容に読書を取り入れて、家庭

で読書をする機会を作るよう、働きかけていきます。（教育指導課・学校） 

  ・西東京市立小学校教育研究会図書館部(※33)において研究を行い、各小学校に研究内容

の普及啓発を図っていきます。（教育指導課・学校） 

 ・学校司書は、教職員向けの学校図書館便り等を作成し、教員の質向上に向けた情報提

供を行っていくよう努めます。（教育指導課・学校）  

  ・教員による「おすすめ本」の紹介等を行い、教員自身が本の楽しさを伝える役割があ

ることについて認識を高めていきます。（教育指導課・学校） 

 

 

＜用語解説＞  

※33 西東京市立小学校教育研究会図書館部 

西東京市小学校教育の充実・発展を目指し、西東京市に在職する教職員をもって構成される研究会。会員の

相互啓発に努め、資質や能力の向上を図ることを目的としている。 

図書館部は、19ある部会の一つで、子どもの読書意欲を高めたり、読書活動の幅を広げたりすることを目的

として研修を行っている。 
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  ・おはなし会ボランティアの読み聞かせ等の技術の向上を目指し、研修会、研究会、講

演会を実施します。また、活動に必要な情報を提供します。（図書館） 

   

 

  

 

           小学校保護者による読み聞かせ交流会 
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＜中学生について＞ 
中学生は目的に応じて自主的に読書ができることが望まれます。読書を楽しいものと感じ、

様々なジャンルの本に触れ、目的に応じて本を読むことができる読書環境が必要です。その

ためには、学校図書館、図書館等を計画的に利用し、その機能の活用を図る中で、読書を通

して自己を向上させようとする姿勢を育むこと、そして目的に応じて本や文章等を読み、知

識を広げ、自分の考えを深められることが大切です。 

 

＜高校生・ＹＡ世代について＞ 

10 代後半は、心身ともにより大人に近づき、行動範囲が広がり、それぞれの個性が際立っ

てきます。関心のある事柄にも個性が反映し、自分がどのように生きていくべきか、真剣に

考える時期で、多様な読書経験から人生に立ち向かうヒントを見つけることもあります。イ

ンターネット等の膨大な情報が得られる中で、自分の考えを見直し深めていくには、客観的

な視点で先人の築いた知恵の集積である本を活用することは有効であり、生涯を通した学び

方として、この時期に身に着けたい習慣です。一方、将来の不安や社会への不満などを感じ

る多感な時期でもあり、ホッとする時間としての気軽な読書にも意味があります。 
自分が求める本を選び、向き合う時間を持つことが大切です。 
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（１）第３期重点事業 

 � ��������  

  ・平成 28年度使用の中学校教科書改訂に伴い、各教科で必要な資料について再度、検討

を行います。特に国語科における関連図書を整理する等、蔵書と学習内容との整合性を

図るように努めます。（教育指導課・学校） 

 � �������������  

  ・ＹＡ世代の利用を促進するため、中央図書館のＹＡコーナーでの対象年齢を広げます。

併せて資料の充実と書架の工夫を行います。（図書館） 

  ・特別な支援を必要とするＹＡ世代に対しては、ハンディキャップサービス担当と連携

しながら、点字図書やデイジー図書、外国語資料を収集します。電子書籍等の新しいメ

ディアについても検討します。（図書館） 

＜用語��＞ 

※34 ＹＡ（�イ�ー）  

ヤングアダルト（Young Adult）の略。「自分を子どもだと思っていないが、社会はおとなとは認めていない

（『ヤングアダルト・サービス指針』アメリカ図書館協会刊より）」子どもと大人の狭間の世代のこと。西東京

市図書館では、児童サービスの中の特に 13 歳から 18 歳を対象としたサービスをさし、略してＹＡサービスと

呼ぶ。 



 

42 

（２）継続事業 

 ① 児童館図書室の充実  

  ・児童館の図書室または図書コーナーの資料を定期的に購入します。（児童館） 

  ・児童館では、ＹＡ年代の要望を聞き、好きなジャンルの雑誌を図書室に置きます。

（児童館） 

 ② 学校図書館の充実  

  ・学校図書館図書標準を基準に、廃棄と買い替えを進めていき、内容の充実を図ってい

きます。（教育指導課・学校） 

  ・参考図書コーナーの設置や、季節や学習内容、読書週間や読書旬間に合わせた掲示等、

司書教諭と学校司書が協力して読書意欲を喚起する環境を整えるよう取り組みます。 

（教育指導課・学校） 

  

          

                 中学校図書室 

 

③ 図書館の充実  

  ・テーマ展示の実施、ノンフィクション資料の充実を進めるとともに、来館の少ないＹ

Ａ世代に向けて居場所作りを進め、将来にわたり読書する習慣を身に付けるきっかけを

作るようにします。（図書館） 

  ・中学校や関係機関の団体貸出の利用促進と迅速な資料提供を継続して実施します。 

（図書館） 
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２ 読書活動  

 

（１）第３期重点事業 

 ① 読書指導の充実  

  ・司書教諭と学校司書が連携し、各教科の学習内容や学習課題について、授業を行う教

員と共有し、学習に必要な情報を精査して生徒に提供するよう努めます。 

（教育指導課・学校） 

 ② 「夏休みすいせん図書」の提供  

  ・図書館資料の有効活用のため、図書館で中学生向けに作成した「夏休みすいせん図書」

掲載の本をまとめて、中学校や児童館等に貸出しをします。（図書館） 

 ③ ＹＡ世代の利用促進 

  ・図書館では、ＹＡ世代が個人で楽しむ読書だけでなく、読書を通じて、同世代間の交

流ができるように、お互いにおすすめ本を紹介する、１冊の本について話し合う等、参

加型の企画を検討します。（図書館） 

  ・新しいメディアを使って、ＹＡ世代が本の紹介をすることにより、同世代の図書館利

用を促進し、読書意欲を高めます。（図書館） 

 

（２）継続事業 

 ① 読書習慣の定着  

  ・年間授業計画の中で学校図書館の利用時期を決め、計画的に利用するとともに、学級

文庫を充実させることで、わずかな時間でも読書活動に充てられるようにします。

（教育指導課・学校） 

  ・朝読書、業間読書や読書週間、月間、旬間を設けることで、読書の習慣化を促します。

（教育指導課・学校） 

  ・教育委員会では、毎年 11月を西東京市読書月間とし、読書活動の活発化を促します。

（教育指導課・学校） 

  ・課題図書を選定し「合同書評会」を毎年実施することで、読書の幅を広げるよう促し、

読書の楽しさを伝えます。（教育指導課・学校） 

 ② 読書指導の充実  

  ・毎年４月頃に学校図書館のオリエンテーションを行い、学校図書館の利用について指

導をします。（教育指導課・学校） 

  ・学校図書館では、自校の学校図書館に無い本や、授業に関連した資料を幅広く提供で

きるよう、図書館や他校との連携を深めるように努めます。（教育指導課・学校） 

  ・司書教諭や図書担当教員が中心となり、学校生活に関わる様々な教科指導の中におけ

る本の活用を考え、読書の意義や楽しさを伝える取組を行うよう努めます。 

（教育指導課・学校） 
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  ・中学校の図書委員会の活動を通して、集会や図書の紹介、読み聞かせ、新聞やポスタ

ーの作成、委員会のおすすめ本のリスト作成や読書会を企画する等、生徒の主体的な委

員会活動の範囲を広げられるよう、創意工夫をします。（教育指導課・学校） 

③ 職場体験および「一日図書館員」の受け入れ

  ・図書館では職場体験の受け入れと「一日図書館員」を実施し、いろいろな仕事を体験

して、図書館に対する理解と関心を深めることにより、利用促進を図ります。 

（図書館） 

④ 情報提供

  ・図書館では、「夏休みすいせん図書」やＹＡ世代との共同編集をしている「ＣＡＴＣ

Ｈ(※35)」を発行し、ＹＡ世代に本の情報を提供しています。更に多くのＹＡ世代に読ん

でもらえるような工夫をします。（図書館）

「ＣＡＴＣＨ」の共同編集 

・西東京市図書館ホームページに「10代のためのＹＡのページ」「お知らせ」「新刊紹

介」等のコンテンツを掲載し、ＹＡ世代に向けて新しい情報を提供します。 

（図書館） 

  ・中学校から依頼された学習のテーマに沿った資料について、図書館が読書相談に応じ、

要望に合う資料を取り揃え、団体貸出します。（図書館） 

⑤ 司書の派遣

  ・中学校からの要請に応じ、児童サービス担当司書を派遣します。（図書館） 

＜用語解説＞

※35 「ＣＡＴＣＨ」

Ａ５版８ページ、年３回図書館で発行するＹＡ情報紙。ＹＡ世代が自分のすすめる本の紹介や絵、自分の思

いなどを書いて投稿できる「ＹＡ！ＹＡ！（ヤイヤイ）ペーパー」を紹介する「ＹＡ！ＹＡ！ひろば」やおす

すめ本のコーナー、新刊紹介等が掲載されている。平成 23年度からＹＡ世代と共同編集をしている。
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（１）第３期重点事業 

 � �����  

  ・学校司書連絡会を定期的に実施して、情報交換や資質向上のための研修を行います。

（教育指導課・学校） 

  ・教育委員会が主催する司書教諭及び図書担当教諭並びに学校司書を対象とした研修会

を年２回、開催します。（教育指導課・学校） 

� ������������事業���  

  ・図書館の利用を促すため、レポート等作成の際の図書館の使い方についての講座等、

ＹＡ世代に役立つような講座を企画し、実施します。（図書館） 

 

（２）継続事業 

 � �������� 

  ・学校司書は学校図書館便り等を定期的に発行し、家庭への啓発に努めます。 

（教育指導課・学校） 

  ・司書教諭や図書担当教員が中心となり、個人面談や保護者会等の機会に読書の必要性

を話題にし、家庭での親子読書を呼びかけて、家庭との読書活動の協力体制作りに努め

ます。（教育指導課・学校） 

� ���������  

  ・司書教諭と学校司書が連携し、教職員の学校図書館の積極的利用を促し、啓発活動を

行っていきます。（教育指導課・学校） 

  ・長期休業中の課題や家庭学習の内容に読書を取り入れて、家庭で読書をする機会を作

るよう、働きかけていきます。（教育指導課・学校） 

  ・学校司書は、教職員向けの学校図書館便り等を作成し、教員の質向上に向けた情報提

供を行っていくよう努めます。（教育指導課・学校） 

  ・教員による「おすすめ本」の紹介等を行い、教員自身が本の楽しさを伝える役割があ

ることについて認識を高めていきます。（教育指導課・学校） 
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第１ 設置 

  西東京市子ども読書活動推進計画（以下「読書活動推進計画」という。）の策定に

ついて必要な事項を検討するため、西東京市子ども読書活動推進計画策定懇談会（以

下「懇談会」という。）を設置する。 

第２ 所掌事項 

  懇談会の委員は、西東京市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の依頼を

受け、西東京市読書活動推進計画の策定に関することについて検討し、その検討結果

を教育長に報告する。 

第３ 委員 

  懇談会の委員は、13人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験者                        １人 

(2) 西東京市図書館協議会の委員                  ２人以内 

(3) 子どもの読書に関する活動を行う市民団体の代表者      ２人以内 

(4) 公募による市民                          ２人以内 

(5) 子育て支援部保育課に所属する保育士             １人 

（6）子育て支援部児童青少年課に所属する西東京市立児童館の職員 １人 

(7) 教育部教育指導課指導主事                 １人 

(8) 西東京市立学校に所属する司書教諭             １人 

(9) 西東京市立学校に所属する学校司書             １人 

(10)教育部図書館に所属する職員                １人 

第４ 任期 

  委員の任期は、第２に規定する教育長の依頼を受けた日から報告を行う日までとす

る。 

第５ 座長及び副座長 

懇談会に座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

第６ 会議 

懇談会は、座長が招集する。 

２ 懇談会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 懇談会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するとこ

ろによる。 

４ 懇談会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 
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第７ 謝金 

第３第１号から第４号までの委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において

定める額を謝金として支給する。 

第８ 庶務 

懇談会に関する庶務は、教育部図書館において処理する。 

第９ 委任 

この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成17年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２ 第３期西東京市子ども読書活動推進計画策定懇談会委員名簿

任期：平成 27年６月１日から報告の日まで 

考備名氏分区

１ 学識経験者 ◎宮川 健郎 武蔵野大学           ●

２ 図書館協議会 

鈴木 綾 図書館協議会          ●

倉内 正美 図書館協議会          ●

３ 市民団体代表 

○服部 雅子 はとさん文庫          ●

尾関 ひろみ ひばり北よむよむ        ●

４ 市民公募 

堀 美奈子                 ●

吉澤 聡子                 ●

５ 職   員 

上岡 久子 
子育て支援部保育課保育士 

やぎさわ保育園園長 

大友 美恵子 
子育て支援部児童青少年課児童館職員

田無児童館館長 

鈴木 壮平 教育部教育指導課指導主事 

今西 貴砂 西東京市立東小学校司書教諭 

森 暢之 
西東京市立 

碧山小学校・本町小学校学校司書 

安中 敦子 
教育部図書館 

ひばりが丘図書館児童サービス担当●

 ◎＝座長 ○＝副座長 ●＝起草委員 
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資料３ 第３期西東京市子ども読書活動推進計画策定懇談会審議経過

実 施 日 会 議 審 議 内 容 

平成 27年６月 17日 （第１回） ・委員紹介 

・座長及び副座長選出 

・事業説明について 

・今後の日程について 

平成 27年７月 15日 （第２回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画」小学生、

中高生部分の検討 

・各機関選出委員からの報告 

平成 27年８月 19日 （第３回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画」小学生、

中高生、乳幼児部分の検討  

・各機関選出委員からの報告 

平成 27年 10月 14日  （第４回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について協議 

・起草委員会の検討を受けて 

平成 27年 11月 11日 （第５回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について協議 

・起草委員会の検討を受けて 

平成 27年 12月９日 （第６回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について全体のまとめ 

平成 28年３月２日 （第７回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について協議

・パブリックコメントについて 

起草委員会  

実 施 日 会 議 審 議 内 容 

平成 27年９月 17日 （第１回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について 

・今後の日程について 

平成 27年 10月 28日 （第２回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について 

・今後の日程について 

平成 27年 11月４日 （第３回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について 

・今後の日程について 

平成 28年２月 17日 （第４回） ・「第３期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）」

について 

・パブリックコメントについて 

・今後の日程について
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��� �����������������（�成���法律第��十��） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及

び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進

に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資するこ

とを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子ど

もが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもので

あることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所におい

て自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整

備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの

読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の

実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。 

（事業者の努力） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子ども

の読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供

に努めるものとする。 

（保護者の役割） 

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣

化に積極的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施

されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化そ

の他必要な体制の整備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読

書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。 



 

 34

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを

国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道

府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県にお

ける子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県

子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画 

が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども

読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読

書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推

進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」と

いう。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども

読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動

推進計画の変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設け

る。 

２ 子ども読書の日は、４月23日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施する

よう努めなければならない。 

（財政上の措置等） 

第11条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するた

め必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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資料５ 西東京市図書館資料収集基準         

１３西生図第１０８号 

（平成１３年５月２５日） 

 

第一 （資料収集基本方針） 

 図書館は、地域における生涯学習を推進する機関として、基本的人権の一つである「知

る自由」を利用者に保証し、利用者の必要とする資料を収集する。 

 （１） 資料収集の自由 

     収集方針の内容は、「図書館の自由に関する宣言」に基づき次のとおりとする。 

  （ア） 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を

幅広く収集する。 

  （イ） 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除するこ

とはしない。 

  （ウ） 図書館員の個人的な関心や好みによって選択しない。 

  （エ） 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、糾

弾を恐れて自己規制したりはしない。 

  （オ） 図書館の収集した資料が、どのような思想や主張をもっていようとも、そ

れを図書館及び図書館員が支持するものではない。 

  （カ） 寄贈された資料を蔵書とする場合も同様である。 

  （２） 蔵書構成の基本的考え方 

         資料の収集においては、資料自体の価値および地域住民の要望に基づき、図

書館員が組織的に協議・会議などをもって、図書館全体の機能、各館の役割

を考慮し、責任をもって主体的に判断する。 

       図書館の蔵書構成は、地域住民の共同の本棚および書斎であると考え、市民

の要求に即したものとし、次の通りとする。 

  （ア）  最新情報 

      常に時事情報に目を向け、最新の情報を盛り込んだ資料の収集に努める。 

  （イ）  市民要求と利用 

      新鮮で魅力ある書架構成を維持するものとし、つねに資料の利用状況を把

握し、市民の要求をふまえて、多くの市民の利用が予測されるものを積極

的かつ網羅的に収集するとともに、市民の知的好奇心を刺激し、新たな世

界がひろがるような蔵書構成とする。 

  （ウ） 各館の独自性 

      図書館は、各館の規模、機能、役割に応じて収集するとともに、図書館全

体の蔵書構成を考慮するものとする。 

 

第二 （資料別、対象別収集方針） 
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 図書館は、資料の種類別、利用対象者別に以下のとおりに収集するものとする。 

（１） 図書資料  

     (ア) 一般図書 

     利用者の文化・教養の向上、調査・研究、趣味レクリｴーション等に役立つ資

料を各分野にわたり、体系的に、幅広く収集する。 

    (イ) 児童図書 

     未来ある子どもたちに読書の喜び、物事を調べることの楽しさを知ってもら

えるように、また、知識・感性・情緒の育成を促し、様々な興味に応えられ

る資料を収集する。 

      (ウ）ヤングアダルト資料 

          ヤングアダルト世代の対象を１３歳～１８歳頃とし、青春期特有のテーマ（友

情・恋愛・自立・職業・生き方など）を扱った、読み物・絵本・ノンフィク

ションなどを中心に様々な分野から収集する。その際、ヤングアダルト世代

の要求を考慮し、かつ、その資料の質にも留意した収集に努める。 

   （エ）レファレンス資料 

      通常の読書とは異なる参考調査を目的として編集された辞書・事典・年鑑な

どの資料や二次資料を収集する。その際には、利用者の求める情報が検索し

やすく、より正確で信頼性の高い情報が得られる資料を収集する。 

（２）地域資料 

   市民の「自分が居住する地域」についての様々な調査・研究・学習の要求に対し

て、図書館が資料をもって応えることは重要な責務の一つである。 

    西東京市に関する資料については、それらを西東京市以外の機関に委ねることは

できないことからも、印刷物を中心に可能な限り収集する。 

     また、隣接する行政自治体の資料及び東京都の資料も収集する。 

（３）逐次刊行物 

   新聞・雑誌などの逐次刊行物は、内容の速報性を重視し、市民の趣味趣向や流行

に留意し、生活に密着した情報から学術調査・研究に役立つものまで提供できる

よう、各分野において幅広く収集する。また、地域社会の国際化に対応するため、

外国語の逐次刊行物についても留意する。 

（４）視聴覚資料 

   利用者に対する幅広い資料提供の一環として、視聴覚資料を提供する。図書資料

等、紙のメディアだけではその分野を知る上で充分ではないと考えられるもの、

表現方法において、視聴覚資料の方が優れていると考えるものを収集する。 

   資料の形態については、社会に広く受入れられているものを対象として収集する。

その際には、著作権法に十分注意する。 
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（５）ハンディキャップサービス資料  

   主に、視覚に障害のある利用者の幅広い要求に応えるために、一般の書籍・雑誌

など墨字資料に代わり、直接、知識・情報を得ることができ、読書を楽しむこと

のできる形態の資料を収集する。また、これらは出版点数がごくわずかであるこ

とから、自館作成にも努める。 

（６）非核・平和に関する資料 

    非核・平和に関する資料を積極的に収集する。原爆関係の資料は、「原爆小文庫」

に別置し収集するものとする。 

  (ア）特殊コレクション「原爆小文庫」 

   １９７６年、下保谷図書館開館当時、市内在住の評論家故長岡弘芳氏の寄託資料

を基に特殊コレクションとして「原爆小文庫」を設けた。原爆関係の文献収集に

傾倒し、それらを「”まちの図書館”で気軽に多くの人に読んでもらいたい」と

いう氏の意向を受け、広島・長崎を中心に原爆関係の資料を形態にとらわること

なく幅広く収集する。 

 

付則 この基準は平成１３年６月１５日から適用する。 
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